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(57)【要約】
【課題】　　　　　　集塵部内の塵埃廃棄後に集塵部に
付着して残る細かい塵埃は、集塵部を叩く程度では除去
が困難であるため、別途用意したブラシや布等で掃き落
とすか水洗いをしなければならず、作業が煩わしかった
。
【解決手段】　　　　　清掃気流を発生させる電動送風
機を有した掃除機本体と、電動送風機により発生した前
記清掃気流に含まれる塵埃を遠心力を利用して分離し、
開口を介して塵埃を排出するサイクロン集塵装置と、本
体およびサイクロン集塵装置の少なくとも一方に着脱自
在に設けられ、サイクロン集塵装置から排出された塵埃
を取り込んで貯留する集塵箱と、前記集塵箱を取り外し
た時に、前記サイクロン集塵装置の開口を閉塞可能な閉
塞部材とを有し、前記集塵箱を取り外して、前記閉塞部
材で前記サイクロン集塵装置の開口を閉じた状態で、掃
除機本体を動作させて前記集塵箱に付着した塵埃を吸引
することができるようにした。
【選択図】　　　　　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　清掃気流を発生させる電動送風機を有する掃除機本体と、
　該電動送風機により発生した前記清掃気流に含まれる塵埃を分離するサイクロン集塵装
置と、前記サイクロン集塵装置から分離された塵埃を取り込んで貯留する集塵箱を前記本
体に着脱自在に設けた電気掃除機において、
　前記集塵箱に取っ手を設け、該取っ手の側方に塵埃除去ブラシを着脱自在に収納する塵
埃除去ブラシ収納部を備えたことを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　前記塵埃除去ブラシ収納部は、前記集塵箱の外側に設けられた凹みであることを特徴と
する請求項１に記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記塵埃除去ブラシ収納部には、前記塵埃除去ブラシを係止するフックが設けられてい
ることを特徴とする請求項１もしくは請求項２に記載の電気掃除機。
【請求項４】
　前記塵埃除去ブラシは、前記集塵箱を取り外した時に着脱自在となることを特徴とする
請求項１～３のいずれかに記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は清掃気流から遠心力によって塵埃等を分離するサイクロン式電気掃除機に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のサイクロン式電気掃除機は、掃除機本体とは別部材で構成されるサイクロン集塵
カップを備え、清掃気流をサイクロン集塵カップ内で回転させてその遠心力によって塵埃
をサイクロン集塵カップ内に貯留する。
【０００３】
　サイクロン集塵カップは掃除機本体上の保持部に着脱自在に保持され、下ケースと上ケ
ースを係合させることにより掃除機本体に固定される。
【０００４】
　サイクロン集塵カップでろ過し切れなかった塵埃の電動送風機１２５への流出を防止す
るため、排出口はメッシュネット１３５によって覆われている。
【０００５】
　このような構成の電気掃除機を運転することで、被清掃面より吸引された塵埃が清掃気
流の遠心力と、重力によりサイクロン集塵カップ内部に貯留されて、清掃が実行される。
【０００６】
　サイクロン集塵カップ内部に貯留された塵埃の廃棄は、上ケースの下ケースへの係合を
解除し、サイクロン集塵カップを保持部より取り外して行う。（例えば、特許文献１参照
。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１７６２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のサイクロン式電気掃除機はサイクロン集塵カップを取り外して内
部に貯留した塵埃を廃棄しても、細かい塵埃がカップに付着して残ってしまい、また、メ
ッシュネットに絡みついた髪の毛や綿埃はカップを叩く程度では除去できなかった。した
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がって、この細かい塵埃を除去するためには、別途用意したブラシや布等で掃き落とすか
水洗いをしなければならず、作業が煩わしかった。
【０００９】
　この発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、電気掃除機の集塵部に貯留された塵埃
を廃棄した際に集塵部に付着して残る細かい塵埃やフィルタ部に絡みついた髪の毛や綿埃
を容易かつ清潔に除去することが可能な電気掃除機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る電気掃除機は、清掃気流を発生させる電動送風機を有する掃除機本体と、
　該電動送風機により発生した前記清掃気流に含まれる塵埃を分離するサイクロン集塵装
置と、前記サイクロン集塵装置から分離された塵埃を取り込んで貯留する集塵箱を前記本
体に着脱自在に設けた電気掃除機において、前記集塵箱に取っ手を設け、該取っ手の側方
に塵埃除去ブラシを着脱自在に収納する塵埃除去ブラシ収納部を備えているものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば集塵箱の外側に塵埃除去ブラシを着脱自在に収納する塵埃除去ブラシ収
納部を備えたので、塵埃廃棄時に塵埃除去ブラシが使用でき、使用者は手を汚すことがな
く集塵箱の清掃ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電気掃除機の外観図。
【図２】本発明の実施の形態１に係る電気掃除機に取り付けられる塵埃吸引具の外観図。
【図３】本発明の実施の形態１に係るサイクロン集塵装置の円筒軸方向断面図。
【図４】本発明の実施の形態１に係る電気掃除機の内部構造を示す断面図。
【図５】本発明の実施の形態１に係る電気掃除機から集塵箱を取り外した状態を示す外観
図。
【図６】本発明の実施の形態１に係る集塵箱保持爪と集塵箱のロック爪との係合作用説明
図。
【図７】本発明の実施の形態１に係る集塵箱の分解斜視図。
【図８】本発明の実施の形態１に係るサイクロン集塵装置の分解斜視図。
【図９】本発明の実施の形態１に係るサイクロン集塵装置の分解斜視図。
【図１０】本発明の実施の形態２に係る電気掃除機から集塵箱を取り外した状態を示す外
観図。
【図１１】本発明の実施の形態３に係る集塵箱の分解斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
発明の実施の形態１．
　図１に、本発明の実施の形態１に係る電気掃除機１の外観図、図２にこの電気掃除機に
取り付けられる塵埃吸引具１０の外観図を示す。
【００１４】
　図１に示すように電気掃除機１は、前部にホース接続口２１を有し側部に移動用車輪２
２を備えた掃除機本体２と、ホース接続口２１を介して流入する清掃気流に含まれる塵埃
を遠心力を利用して分離するサイクロン集塵装置３と、サイクロン集塵装置３により分離
された塵埃を取り込んで貯留する本体２とサイクロン集塵装置３の少なくとも一方に対し
て着脱自在の集塵箱４を備えている。また、掃除機本体２は、その上部に装着された集塵
箱４を本体から取り外す際に利用するポップアップレバー６をその外側面に有している。
【００１５】
　ホース接続口２１には、図２に示すような塵埃吸引具１０が取り付けられる。この塵埃
吸引具１０は、一端をホース接続口２１に接続する蛇腹を有するホース１１、ホース１１
の他端に取り付けられるハンドル部１２、ハンドル部１２と接続するパイプ材１３、１４
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、パイプ材１４の終端が接続し、被清掃面から塵埃を吸引するための床ブラシ１５により
構成される。
【００１６】
　図３にサイクロン集塵装置３の円筒軸方向断面図を示す。
　図３に示すように、サイクロン室本体３２の円周部下部には掃除機本体２の気流導入路
２３からサイクロン室本体３２の内部に塵埃を含む清掃気流を導入する気流導入口３４５
が設けられている。さらに、サイクロン室本体３２の円周部下部には気流導入口３４５と
隔壁を隔ててキャップ３４の排気口３４４と連なる排気風路３４６が設けられている。
【００１７】
　このように構成されたサイクロン集塵装置３は、気流導入口３４５から塵埃を含む清掃
気流をサイクロン室本体３２の内部に導入して内部に渦流を発生させ、この過流による遠
心力で清掃気流から塵埃を集塵箱４に放出させるとともに、塵埃がろ過された清掃気流は
気流導出口３４２からキャップ３４内部を通って、排気口３４４より排気風路３４６へ流
れるようになっている。
【００１８】
　図４において電気掃除機１全体の内部構造を断面図にて示す。
　電動送風機２４が回転して発生する清掃気流が塵埃吸引具１０から接続口２１、気流導
入路２３を経由してサイクロン集塵装置３に導かれる。サイクロン集塵装置３では、気流
導入口３４５から塵埃を含む清掃気流を導入し、渦流を発生させ、この渦流による遠心力
で清掃気流から塵埃を分離して開口３２６から集塵箱４に向けて放出させるとともに、塵
埃がろ過された清掃気流は排気風路３４６へ流れ、ろ過しきれなかった細かい塵埃を捕集
する着脱自在に設けられた塵埃捕集フィルタ５１を通って送風機に向かい、排気される。
【００１９】
　サイクロン集塵装置３の後方に、集塵箱４が蓋４１をサイクロン集塵装置側に向けて配
置されており、その蓋４１にはサイクロン集塵装置３の開口３２６と連通する連通口４１
１が形成されている。そして、連通口４１１の下辺がサイクロン集塵装置側に突出した突
出部４１２となっていて、集塵箱４が掃除機本体２に取りつけられている時にこの突出部
４１２はサイクロン集塵装置３の開口３２６の小口下辺に沿うとともに、その先端はサイ
クロン集塵装置の内壁面と同一面上に来るように設定されている。尚、図３中の矢印は清
掃気流の流れる方向を示している。
【００２０】
　図５に掃除機１を図１の状態から集塵箱４を取り外した状態としたときの外観図を示す
。
　集塵箱４が装着される凹部２５の底面にバネやゴム等の弾性体の弾性力を利用して集塵
箱４を上方向に付勢する弾性機構９が配置されている。凹部２５の縁部には、ポップアッ
プレバー６のスライド（矢印Ａ方向）に連動してスライドする（矢印Ｂ方向）集塵箱保持
爪２７が設置されている。この集塵箱保持爪２７は集塵箱４に設けられるロック爪４７と
係合して集塵箱４を掃除機本体２に固定する。集塵箱４の後端には、凹部２５の後部壁面
に形成された溝２６に着脱自在に係合する突起４２が設けられている。
【００２１】
　図６に集塵箱保持爪２７、ロック爪４７の係合作用図を示す。図６に示すように集塵箱
保持爪２７は本体２の凹部２５に形成された空間部２８内にスライド可能に配置されてい
る。集塵箱保持爪２７がポップアップレバー６の動さに連動して矢印Ｃ方向にスライドす
ると、集塵箱４のロック爪４７との係合が解除される。
【００２２】
　図７に、集塵箱４の構造を示す斜視図を示す。
　図７に示すように集塵箱４は、サイクロン集塵装置３との連通部側が塵埃捨て口４５と
して開口する箱体である。塵埃捨て口４５近傍の左右側に前述したロック爪４７が、塵埃
捨て口４５と反対側の端部に突起４２がそれぞれ形成されており、これらにより掃除機本
体２への連結を実現する。
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【００２３】
　塵埃捨て口４５は、軸４８１と軸支持片４３１とを利用して塵埃捨て口４５の底面４３
に回動自在に取り付けられた蓋４１によって開閉される。
　ここで、塵埃捨て口４５が蓋４１で閉じられるとき、蓋４１の周囲パッキン４１３のリ
ップ４１３ａが、塵埃捨て口４５の周縁に形成されたシールリブ４５ａに当接するように
なっている。
【００２４】
　また，集塵箱４のサイクロン集塵装置３との対向面となる蓋４１、あるいは蓋４１およ
びフード部４９はサイクロン集塵装置３の外周形状に沿って、集塵箱４の底面４３から上
面４４に向かってオーバ－ハングする斜面を形成し、さらに必要に応じてこれらの斜面を
利用してサイクロン集塵装置の一部を横または斜め上方から押圧する構造としている。こ
れにより、集塵箱を固定することでサイクロン集塵装置３も同時に固定することができ、
集塵箱４をサイクロン集塵装置３により妨害されることなく取り外すことができる。
【００２５】
　蓋４１には、サイクロン集塵装置３から放出される塵埃を取りこむため、集塵箱を取り
つけた時にサイクロン集塵装置３の開口３２６に連通する連通口４１１が設けられている
。連通口４１１の下辺は開口３２６の小口の下辺に沿って突出した突出部４１２となって
おり、その先端はサイクロン集塵装置３の内壁面の径に等しい位置になるように設置され
ている。これにより、集塵箱４とサイクロン集塵装置３の連結部での段差等による渦流の
乱れを防ぐとともに塵埃の漏れを低減することができる。
【００２６】
　図８にサイクロン集塵装置３の分解斜視図を示す。
　図８に示すようにサイクロン集塵装置３は、略円筒形状で一端３２１が開口し、他端３
２２が閉塞したサイクロン室本体３２と、サイクロン室本体３２の閉塞端面３２２に取り
付け固定されるカバー３３と、サイクロン室本体３２の開口端面３２１に脱着自在に取り
付けられるキャップ３４とから構成されている。
【００２７】
　キャップ清掃用ブラシ３２３は、サイクロン室本体３２の開口端面３２１または端面の
近傍に設けられている。メッシュネット３４１に付着した塵埃や絡みついた髪の毛等を除
去する際に、一方の手でサイクロン室本体を３２を保持し、他方の手でキャップ３４を取
り外して使用する。このとき、両方の手が塞がった状態のままメッシュネット３４１を清
掃することができるため、清掃の手間が省けるとともに塵埃や髪の毛等に触れずに除去す
ることが出来る。
【００２８】
　キャップ３４はサイクロン室本体３２において、遠心力によって塵埃がろ過された清掃
気流を外部に導出するためのメッシュネット３４１が設けられた気流導出口３４２を有し
ている。また、キャップ３４のサイクロン室本体３２の開口端面３２１との接触部分には
パッキン３４３が設けられており、サイクロン室本体３２にキャップ３４を取り付けた際
に気密を良好に保つようになっている。さらにキャップ３４の内部は中空になっており、
気流導出口３４２からキャップ３４の内部に流入した気流はキャップ３４の下部に設けら
れた排気口３４４からキャップ３４の外側に排出される。
【００２９】
　閉塞部材３２４は、掃除機本体２から集塵箱４を取り外した際に露出するサイクロン集
塵装置３の開口３２６を閉塞するための部材であり、樹脂性または弾性のある硬質ゴム等
の材料であればよく、サイクロン集塵装置３に開けられた開口３２６に隣接して設けられ
た一対のガイド３２５によって横方向にスライド可能に保持されている。
【００３０】
　図９は、閉塞部材３２４を開口３２６を閉塞する位置までスライドさせて開口３２６を
閉塞している状態を示している。
　閉塞部材３２４の表面には、集塵箱４を取り外した状態で掃除機を運転する際に開口３
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２６を閉塞することを促す文章を表示しておく。
【００３１】
　この電気掃除機１を使用して部屋の掃除を行うと吸引された塵埃が集塵箱４に貯留され
る。掃除後にこの溜まった塵埃を廃棄するには、電気掃除機１を停止させた後、集塵箱４
を掃除機本体２から取り外し、取っ手４６を握った状態で蓋開閉レバー４８を引いて蓋４
１を開け、集塵箱４を傾斜させる。これにより、塵埃は集塵箱より排出される。しかし、
細かい塵埃が大量に貯留された場合はきれいに廃棄しきれず、集塵箱４の内部や縁、蓋に
も付着して残ってしまう。
【００３２】
　そこで、この集塵箱４に付着した残留塵埃を、塵埃吸引具１０で吸引する。塵埃吸引具
１０は床ブラシ１５を外し、必要あればパイプ材１４も外して短くし、パイプ材１３の先
端で吸引するようにしてもよい。
【００３３】
　集塵箱４は掃除機本体から取り外されているので、サイクロン集塵装置３において、開
口３２６を閉塞部材３２４で閉塞する。この状態で電気掃除機１を運転すると、集塵箱４
がなくても気流導入口３４５からサイクロン室本体３２内部に空気を導入することが可能
となり、サイクロン室本体３２内部に渦流が発生する。このとき、サイクロン室本体３２
内の気圧は電動送風機２４の吸引によって負圧になるため、閉塞部材３２４は開口３２６
に密着する。
【００３４】
　このようにして、パイプ材１３の先端を使用して清掃気流で、集塵箱４の内部や縁、蓋
に付着した塵埃を吸引するので、操作者が手を汚すことなく集塵箱４を清潔に保つことが
出来る電気掃除機を得ることができる。
【００３５】
　このとき、サイクロン室本体３２が塵埃の貯留部となるが、電気掃除機を停止後、閉塞
部材３２４を開口３２６から取り去り、集塵箱４を取りつけ再度運転することによりサイ
クロン室本体３２内の塵埃は集塵箱４に貯留される。
【００３６】
　また、前述したように集塵箱４を取り外した状態で運転されるとき、サイクロン室本体
３２内は負圧になるので、閉塞部材３２６の開口３２４に対する密閉度は高い必要はなく
、多少の漏れは許容される。
【００３７】
　また、集塵箱４の連通口４１１の下辺は、サイクロン集塵装置３に取り付けた際にサイ
クロン集塵装置３の内壁面の径に等しい位置まで突出させているので、サイクロン集塵装
置３の開口３２６を閉塞部材３２４で閉塞している状態で集塵箱４をサイクロン集塵装置
３に取り付けようとすると、この突出部が閉塞部材３２４に当るため集塵箱４が取り付け
られないようになっている。したがって、閉塞部材３２４で開口３２６を閉じたまま集塵
箱４を取り付けてしまうという誤使用の心配はない。
【００３８】
　以上述べたように、本発明によれば掃除機本体と、サイクロン集塵装置と、集塵箱とを
備えた電機掃除機において、集塵箱を取り外した時に、閉塞部材でサイクロン集塵装置の
開口を閉塞した状態で掃除機本体を動作させて集塵箱に付着した塵埃を吸引するようにし
たので、操作者が手を汚すことなく集塵箱４を清潔に保つことが出来る電気掃除機を得る
ことができる。
【００３９】
　また、集塵箱を取り外して掃除機本体を動作させる際に、前記閉塞部材で前記サイクロ
ン集塵装置の開口を閉じることを促す表示部を有するようにすることで操作者に閉塞部材
を動かして開口を閉じることを忘れないよう注意を喚起することができる。
【００４０】
　集塵箱が、連通口の周囲の少なくとも一部の集塵箱壁面が外方に突出することにより形
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成された突出部を有し、掃除機本体に取りつけられた時に該突出部の先端が前記サイクロ
ン集塵装置の内壁面と同一面上に位置するようにしたので、段差等による渦流の乱れを防
ぐとともに塵埃の漏れを低減することができる。
【００４１】
　また、掃除機本体が前記閉塞部材を収納する収納部を備えているようにしたので、塵埃
廃棄作業時に容易に開口を閉塞することが出来るとともに、閉塞部材の紛失を防止できる
使い勝手のよい電気掃除機を得ることができる。
【００４２】
　また、サイクロン集塵装置が前記閉塞部材を収納する収納部を備えているようにしたの
で、塵埃廃棄作業時に容易に開口を閉塞することが出来るとともに、閉塞部材の紛失を防
止できる使い勝手のよい電気掃除機を得ることができる。
【００４３】
　また、サイクロン室本体の開口端近傍に固定された塵埃除去ブラシを備えるようにした
ので、両手が塞がったままでもメッシュネットの清掃ができ、清掃の手間が省けるととも
に操作者が手を汚すことなく作業ができる。
【００４４】
発明の実施の形態２．
　図１０に本発明の実施の形態２に係る電気掃除機の外観図を示す。図１０においては、
掃除機本体２から集塵箱４を取り外した状態を示している。尚、実施の形態１と同一部分
には同一番号を付し説明を省略する。
【００４５】
　図１０において、閉塞部材収納部２９１が掃除機本体２上の集塵箱４が載置される凹部
２５にさらに凹部を形成することによって作られている。この中に閉塞部材３２４を収納
するようにしている。
　同様に凹部２５にさらに凹部を形成することによって塵埃除去ブラシ２９２を収納する
凹部２９３を形成する。
【００４６】
　これにより、塵埃廃棄時にこの塵埃除去ブラシが使用でき、使用者は手を汚すことがな
く集塵箱４清掃ができるとともに、閉塞部材３２４と塵埃除去ブラシ２９２が集塵箱４が
上に取り付けられることで外観に露出することがないので、外観の印象を損なうことがな
くなる。
【００４７】
発明の実施の形態３．
　図１１に本発明の実施の形態３に係る集塵箱４の分解斜視図を示す。
　集塵箱４下部にフック４３５を設け、このフック４３５に塵埃除去ブラシ２９２を保持
させるようにしている。これにより、塵埃廃棄時にこの塵埃除去ブラシが使用でき、使用
者は手を汚すことがなく集塵箱４清掃ができるとともに塵埃除去ブラシ２９２が外観に露
出することがないので、外観の印象を損なうことがなくなる。
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